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教室名 曜日 開始時間 教材費など 定員

ダンス 月（月３回）午後７時 ― 15 人

茶道 第１・３火 午後７時 30 分 1,000 円 / 月 15 人

生け花 第２・４火 午後７時 30 分 900 円前後 / 回
正月用別途 15 人

書道（子ども）水（月４回）午後４時 1,100 円程度 / 月 15 人

詩吟 第 1・２・４木 午後 1時 500 円 / 月
初回 2,000 円 15 人

着付け 第２・４木 午後７時 30 分 初回 1,000 円 20 人

書道（成人）第２・４金 午後４時 1,100 円程度 / 月 15 人

歌唱 第 2・3 土 午後７時 必要時 30 人

教室名 曜日 開始時間 教材費など 定員

書道（子ども）火（月４回）午後 6 時 30 分 1,000 円 / 年 30 人

書道（成人）第 1・3 水 午後７時 必要時 20 人

歌唱 第 1・3 木 午後７時 ― 25 人

教室名 曜日 開始時間 教材費など 定員

民踊 月（月２回）午後７時 30 分 ― 15 人

大正琴 第１・３水 午後２時 ― 15 人

書道（子ども）木（月４回）午後４時 1,100 円程度 / 月 10 人

生け花 第１・３金 午後７時 30 分 900 円前後 / 回
正月用別途 15 人

教室名 曜日 開始時間 教材費など 定員

書道（子ども）月（月４回）午後４時 ― 16 人

生け花 第 1・3 火 午後７時 30 分 900 円前後 / 回
正月用別途 15 人

歌唱 第 1・3 水 午後 2時 ― 20 人

ヨガ 第 1・3 金 午後７時 30 分 ― 20 人

令和 2 年度集会所定例教室の生徒を募集します。
誰でも参加することができます。
申し込み　随時、印鑑を持って生涯学習課へ
　※申込者が少ない場合は教室が開催できないことがあります

定員　各教室定員になり次第締め切り（先着順）
参加料 ▽成人＝ 1,000 円 ▽子ども＝ 500 円（年会費）
　※教室によって別途教材費などが毎月かかる場合があります
問い合わせ　生涯学習課（☎㉒ 6888）

■駒形集会所

■外ノ平集会所

■上大塚東組集会所

■中原集会所

※各定例教室の他、各集会所で自主サークルを開催
している場合がありますので詳しくは生涯学習課へ
お問い合わせください

■医療費総額
平成 30 年度 平成 29 年度 前年度との差

合計 57 億 4,447 万円 57 億 6,089 万円 － 1,642 万円

内
訳

入院 23 億 3,073 万円 21 億 0,943 万円 ＋ 2 億 2,130 万円

外来 30 億 5,366 万円 32 億 8,940 万円 － 2 億 3,574 万円

歯科 3 億 6,008 万円 3 億 6,206 万円 － 198 万円

■１人当たりの医療費
平成 30 年度 平成 29 年度 前年度との差

合計 35 万 5,674 円 33 万 9,635 円 ＋ 1 万 6,039 円

内
訳

入院 14 万 4,309 円 12 万 4,362 円 ＋ 1 万 9,947 円

外来 18 万 9,070 円 19 万 3,927 円 － 4,857 円

歯科 2 万 2,295 円 2 万 1,346 円 ＋ 949 円
詳細は市ホームページを確認してください

令和２年度集会所定例教室
あなたも参加しませんか？

国民健康保険の医療費統計

問い合わせ　保険年金課（☎㊵ 2822）

　平成 30 年度の藤岡市の国民健康保険を使っ
た医療費総額は 57 億 4,447 万円になり、前
年度と比べると 1,642 万円減少しました。
　一方、平成 30 年度に藤岡市の国民健康保険
を使った 1人当たりの医療費は35万 5,674円

となり、前年度と比べて 1万 6,039円増加し
ました。
　かかりつけ医を持ったり、後発（ジェネリッ
ク）医薬品を使用するなどして医療費増加の抑
制を心掛けましょう。

台風や集中豪雨などのときの各種気象警報や、洪水や土砂崩れなどが発生したときの避難勧告
準備情報や避難勧告などをお知らせします。利用は無料ですが通信料は利用者負担です。

■ツイッター
ツイッターで藤岡市を検索し、フォローしてく

ださい。右２次元コードからも進めます。

アカウント名：FujiokaCity
問い合わせ　秘書課（☎㊵ 2208）

■ほっとメール
・パソコンで登録→ https://service.sugumail.
com/fujioka/member/ から
・スマホなどで登録
→右２次元コードから
問い合わせ　総務課（☎㊵ 2221）

ほっとメール・ツイッターで情報収集

閲覧内容　該当資産のみ閲覧可
手数料　１件（名

な よ せ
寄帳５枚まで）300円

　※４月１日㈬～６月１日㈪は無料（写しが必
要な場合は１枚につき 10 円）
持ってくる物　閲覧者の印鑑（法人は社印また
は委任状）・代理人は委任状・閲覧者の本人確認
書類（運転免許証など）・借地人または借家人
は賃貸借契約書などの書類・固定資産を処分す
る権利のある人はその権利を証明する書類
その他　納税通知書の発送は４月下旬を予定
しています。再発行はできませんので、大切
に保管してください
  共通事項
場所　市役所税務課・鬼石総合支所鬼石振興課
問い合わせ　税務課（☎㊵ 2228）

　固定資産税の縦覧と閲覧
  土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
期間　４月１日㈬～６月１日㈪（土・日曜日、
祝日を除く）
縦覧できる人 ▷固定資産税の納税者▷納税者
と同一世帯の親族▷納税者から委任された代理人
縦覧内容　課税対象の縦覧帳簿のみ縦覧可
持ってくる物　縦覧者の印鑑（法人は社印また
は委任状）・代理人は委任状・縦覧者の本人確認
書類（運転免許証など）
  固定資産課税台帳の閲覧
期間　通年（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
閲覧できる人 ▷固定資産税の納税者▷納税者
と同一世帯の親族▷納税者から委任された代理
人▷借地人または借家人▷固定資産を処分する
権利のある人

生徒 募 集


